
令和５年３月号 

交通安全テスト解説 
（中学・高校生用） 

 
① 令和５年４月１日から自転車利用者の〇〇〇〇〇着用が努力義務化される。 
  〇 に当てはまる言葉を書きましょう。 
 
★解説★ 
〇 に入るのは「ヘルメット」です。 
設問のとおり、令和５年４月１日から全年齢の自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化とな 

りますので、自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。 
 
② 下図のような「信号のない交差点」を自転車で右折するときは、絵のように車に続いて右 
折する。 

  正しければ ◯ を、間違っていれば × を書きましょう。 
 
★解説★ 
自転車で交差点を右折する場合は、事前に道路の 

左端に寄り、図のように交差点の向こう側までまっ 
すぐ進み、右に向きを変えて、左右等周りの安全を 
確認してから進行しなければなりません。 

 
③ 自転車に乗って交差点を通行する場合は、右折や左折してくる車がないかなど、他車に注 
 意して安全な速度と方法で進行しなければならない。 
  正しければ ◯ を、間違っていれば × を書きましょう。 
 
★解説★ 
交差点は、交通事故が発生する危険性の特に高い場所です。 

  交差点を通行する時は、信号や一時停止標識を必ず守り、右折や左折してくる車 
がないか等他車（者）に注意し、左右の安全をしっかり確認して通行しましょう。 

 

④ 大阪では自転車条例により、自転車利用者は自転車〇〇の加入が義務づけられている。 
  〇 に当てはまる言葉を書きましょう。 
 
★解説★ 

  〇 に入るのは「保険」です。 
大阪府では、自転車利用者が損害賠償を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護等を目 

的として保険の加入が義務化されています。 
 
⑤ 大阪府警察には、交通安全に関する情報等を配信しているLINEやYouTubeといった 
SNSがある。 
正しければ ◯ を、間違っていれば × を書きましょう。 

 
★解説★ 
大阪府警察では、交通安全に関する情報をLINEやYouTubeで配信しており、交通 

安全に役立つ情報がたくさんあるので、是非登録して内容を確認してみてください！ 
 
 
 
 
 
 

  



令和５年３月号 
＜交通安全テスト＞ 

 解答・解説（中学・高校生用） 

 

① 令和５年４月１日から自転車利用者の〇〇〇〇〇着用が努力義務化される。 

  〇 に当てはまる言葉を書きましょう。 
【問題のポイント】 
★ 自転車に乗るときは、自分の体を守るために必ず乗車用ヘルメットをかぶりましょう。 

道路交通法の改正により、令和５年４月１日から、全ての年齢層にヘルメット着用が努 
力義務化されます。 

【関係法令等】 
● 道路交通法 第６３条の１１（児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項） 

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、 

当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。(児童～ 
６歳以上１３歳未満、幼児～６歳未満) 

● 交通の方法に関する教則 第３章第１節１（自転車に乗るに当たっての心得（抜粋）） 

(8) 子供の保護者は、子供が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せるときは、 
子供に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。また、シートベルトを備えて 
いる幼児用座席に幼児を乗せるときは、シートベルトを着用させましょう。 

(9) 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットなどの交通事故による被害の軽減に資する器 
具を着用するようにしましょう。 

 
＜指導のポイント＞ 
 ヘルメットは頭部を守る大切なアイテムです。 
ヘルメットはサイズの合ったものを選び、あごひもをしっかりと締め、正しくかぶりましょ

う。自転車に乗るときは、こどもも大人も万一の事故や転倒に備えてヘルメットをかぶりまし

ょう。 

 

② 下図のような「信号のない交差点」を自転車で右折するときは、絵のように車に 

続いて右折する。 

  正しければ ◯ を、間違っていれば × を書きましょう。     【×】 
【問題のポイント】 
★ 車と同じように右折してはいけません。 
  自転車で右折するときは、二段階右折しなければなりません。 

【関係法令等】 
● 道路交通法 第３４条第３項（左折又は右折） 

軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、か
つ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。 

● 交通の方法に関する教則 第３章第２節３（交差点の通り方（抜粋）） 
(3) 交差点（環状交差点を除きます。）での右左折は、次の方法でしなければなりませ

ん。 
イ 右折は、次の方法でしなければなりません。 
(ｱ) 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう 

側までまっすぐに進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青にな 
ってから進むようにしなければなりません。なお、赤信号や黄信号であっても自動 
車や原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この 



場合でも自転車は進むことはできません。 
(ｲ) 交通整理の行われていない交差点では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前 

の側端から３０メートルの地点に達したときに右折の合図（手のひらを下にして右 
腕を横に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること。）を行い、できるだけ道 
路の左端に寄って交差点の向こう側までまっすぐに進み、十分速度を落として曲が 
らなければなりません。 

 
＜指導のポイント＞ 
自転車に乗って交差点を右折するときは、できる限 

り道路の左側端に寄り、二段階右折をしなければなり 
ません。（右の図の矢印のように二段階右折する） 
 
 

③ 自転車に乗って交差点を通行する場合は、右折や左折してくる車がないかなど、 

 他車に注意して安全な速度と方法で進行しなければならない。 

  正しければ ◯ を、間違っていれば × を書きましょう。     【◯】 
【問題のポイント】 
★ 交差点を通行するときは、必ず他車（者）に注意し、できるだけ安全な速度と方法で 
進行しなければなりません。 

【関係法令等】 
● 道路交通法 第３６条（交差点における他の車両等との関係等（抜粋）） 
 第４項 
  車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に 
 応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交 
差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と 
方法で進行しなければならない。 

 
＜指導のポイント＞ 
交差点は、交通事故が発生する危険性の特に高い場所ですので、通行する際は信号や一時停

止標識を守るのはもちろん、右折や左折してくる車がないか等、他車（者）に注意し、左右の
安全をしっかり確認してから通行しましょう。 
 

④ 大阪では自転車条例により、自転車利用者は自転車〇〇の加入が義務づけられて 

いる。 

  〇 に当てはまる言葉を書きましょう。 
【問題のポイント】 
 ★ 大阪府では、「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で、「自転車 

利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。」と定められています。 

   これは、被害者の保護はもちろんのこと、自転車利用者が損害賠償を負った場合の経 
済的負担の軽減を目的としているので、必ず保険に加入しましょう。 

★ 過去の事故内容及び判決 
 １ 年 月  ２０１３年７月（神戸地裁） 
   内 容  坂道を下ってきた小学５年生の自転車が、歩行中の６２歳女性と衝突。 
        女性は意識不明。 
   判 決  ９５２１万円 

 



  ２ 年 月  ２００７年７月（大阪地裁）  
内 容  歩道上で無灯火の１５歳少年の自転車が、歩行中の６２歳男性と正面衝 

突。男性は死亡。 
    判 決  ３０００万円 
 
  ３ 年 月  ２００７年４月（東京地裁） 
    内 容  信号を無視した３７歳男性の自転車が、横断歩道を歩行中の５５歳女性

と衝突。女性は死亡。 
    判 決  ５４３８万円 
 
＜指導のポイント＞ 
 自転車による事故でも上記のように、高額賠償となるケースがあります。 
日頃から事故を起こさないよう安全運転に努めるのはもちろん、万一のときに備えて自転車

保険に加入しましょう。 

 

⑤ 大阪府警察には、交通安全に関する情報等を配信しているLINEやYouTubeと 

いったSNSがある。 

正しければ ◯ を、間違っていれば × を書きましょう。     【◯】 
★ 大阪府警察では、交通安全に関する情報をLINEやYouTubeで配信しており、交通安 
全に役立つ情報がたくさんありますので、是非登録して内容を確認していただき、日  々
の交通安全にご活用ください！ 

 

  


